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●当社の新株予約権等に関する事項 

 

〔当期中に発行した新株予約権〕 

新株予約

権の発行

日 

発行時の割当 

対象者 

新株予約権

の払込金額 

新株予約

権の行使に

際して出資

される金銭

の額 

新株予約権の 

権利行使期間 

2019 年 12 月 31 日現在 

保有状況および新株

予約権の数 

新株予約権の 

目的である株式

の種類と数 

2019 年 

3 月 27 日 

当社取締役 

および執行役

員等 18 名 

7,864 円 
1 株当たり 

1 円 

2021 年 9 月 1 日 

～ 

2034 年 2 月 28 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

3 名 272 個 

当社普通株式 

27,200 株 

当社取締役を兼務しな

い執行役員 

10 名 231 個 

23,100 株 

当社の完全子会社の

取締役または執行役

員（当社取締役または

当社執行役員を除く） 

2 名 41 個 

4,100 株 

その他 

3 名 47 個 
4,700 株 

（注）新株予約権を交付した者の人数と交付した新株予約権の数およびその目的である株式の種

類と数の内訳は、上記表中の 2019 年 12 月 31 日現在における「保有状況および新株予約

権の数」欄および「新株予約権の目的である株式の種類と数」欄に記載のとおりです。 

 

 

〔過年度に発行した新株予約権〕 

新株予約

権の発行

日 

発行時の割当 

対象者 

新株予約

権の払込

金額 

新株予約

権の行使に

際して出資

される金銭

の額 

新株予約権の 

権利行使期間 

2019 年 12 月 31 日現在 

保有状況および新株

予約権の数 

新株予約権の 

目的である株式

の種類と数 

2010 年 

8 月 30 日 

当社取締役 

および執行役員 

18 名 

1,757 円 
1 株当たり 

1 円 

2013 年 8 月 1 日 

～ 

2020 年 7 月 31 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1 名 39 個 

当社普通株式 

3,900 株 

その他 

1 名 54 個 
5,400 株 

2011 年 

8 月 30 日 

当社取締役 

および執行役員 

17 名 

1,294 円 
1 株当たり 

1 円 

2014 年 8 月 1 日 

～ 

2026 年 7 月 31 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1 名 53 個 

当社普通株式 

5,300 株 

その他 

4 名 152 個 
15,200 株 

2012 年 

8 月 30 日 

当社取締役 

および執行役員 

19 名 

1,001 円 
1 株当たり 

1 円 

2015 年 8 月 1 日 

～ 

2027 年 7 月 31 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1 名 68 個 

当社普通株式 

 6,800 株 

その他 

6 名 369 個 
 36,900 株 
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新株予約

権の発行

日 

発行時の割当 

対象者 

新株予約

権の払込

金額 

新株予約

権の行使に

際して出資

される金銭

の額 

新株予約権の 

権利行使期間 

2019 年 12 月 31 日現在 

保有状況および新株

予約権の数 

新株予約権の 

目的である株式

の種類と数 

2013 年 

8 月 29 日 

当社取締役 

および執行役員 

16 名 

1,434 円 
1 株当たり 

1 円 

2016 年 8 月 1 日 

～ 

2028 年 7 月 31 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1 名 38 個 

当社普通株式 

3,800 株 

その他 

7 名 306 個 
30,600 株 

2014 年 

8 月 28 日 

当社取締役 

および執行役員

等 18 名 

1,898.5

円 

1 株当たり 

1 円 

2017 年 8 月 1 日 

～ 

2029 年 7 月 31 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

1 名 45 個 

当社普通株式 

 4,500 株 

当社取締役を兼務しな

い執行役員 

1 名 23 個 

2,300 株 

その他 

8 名 361 個 
36,100 株 

2016 年 

3 月 30 日 

当社取締役 

および執行役員

等 18 名 

2,515.5

円 

1 株当たり 

1 円 

2018 年 9 月 1 日 

～ 

2031 年 2 月 28 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

3 名 233 個 

当社普通株式 

 23,300 株 

当社取締役を兼務しな

い執行役員 

1 名 30 個 

3,000 株 

  

その他 

8 名 221 個 
 22,100 株 

2017 年 

3 月 30 日 

当社取締役 

および執行役員

等 24 名 

2,990 円 
1 株当たり 

1 円 

2019 年 9 月 1 日 

～ 

2032 年 2 月 29 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

3 名 369 個 

当社普通株式 

36,900 株 

当社取締役を兼務しな

い執行役員 

6 名 196 個 

19,600 株 

当社の完全子会社の

取締役または執行役

員（当社取締役または

当社執行役員を除く） 

1 名 31 個 

3,100 株 

その他 

12 名 397 個 
39,700 株 
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新株予約

権の発行

日 

発行時の割当 

対象者 

新株予約

権の払込

金額 

新株予約

権の行使に

際して出資

される金銭

の額 

新株予約権の 

権利行使期間 

2019 年 12 月 31 日現在 

保有状況および新株

予約権の数 

新株予約権の 

目的である株式

の種類と数 

2018 年 

3 月 28 日 

当社取締役 

および執行役員

等 21 名 

6,615 円 
1 株当たり 

1 円 

2020 年 9 月 1 日 

～ 

2033 年 2 月 28 日 

当社取締役 

（社外取締役を除く） 

3 名 326 個 

当社普通株式 

32,600 株 

当社取締役を兼務しな

い執行役員 

8 名 170 個 

17,000 株 

当社の完全子会社の

取締役または執行役

員（当社取締役または

当社執行役員を除く） 

1 名 18 個 

1,800 株 

その他 

9 名 148 個 
14,800 株 

（注）過年度に新株予約権を交付した者の人数と交付した新株予約権の数およびその目的で 

ある株式の種類と数の内訳は、上記表中の 2019 年 12 月 31 日現在における「保有状況 

および新株予約権の数」欄および「新株予約権の目的である株式の種類と数」欄に記載 

のとおりです。 
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●内部統制に係る体制 

当社は、実効性の高い内部統制システムを構築するため、2006年 5 月 12日開催の取締役会

において「内部統制システムの基本方針」を定め、これに沿って構築した内部統制システムを運

用するとともに、都度必要な見直しを行っています。2019 年度は新企業理念「THE SHISEIDO 

PHILOSOPHY」等を反映し、2019 年 12 月 26 日開催の取締役会の決議をもって改定した基本

方針に基づき、内部統制システムの運用およびそのモニタリングを行いました。 

 

①取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企業

集団における業務の適正を確保するための体制 

    当社および当社グループの「内部統制システムの基本方針」は、以下のとおりです。 

     

1. 当社およびグループ各社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合す

ることを確保するための体制、グループ全体における業務の適正性を確保するための体制 

 

当社およびグループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会において決定す

る。 

代表取締役は、定期的に職務の執行状況を取締役会に報告する。取締役の業務の執行に

関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を選任する。監査役は、取締役の職務の執

行について適法性・妥当性監査を実施する。取締役および使用人は、監査役からの求めに応

じ、職務の執行状況を監査役に報告する。 

資生堂グループ共通の企業理念「THE SHISEIDO PHILOSOPHY」を定義し、私たちが果た

すべき企業使命を定めた「OUR MISSION」、これまでの 140年を越える歴史の中で受け継いで

きた「OUR DNA」、資生堂全社員がともに仕事を進めるうえで持つべき心構え「OUR 

PRINCIPLES(TRUST８)」を定め、あわせてより高い倫理基準をもって業務に取り組むための倫

理行動基準を制定し、適法かつ公正な企業活動の推進に努める。（＊） 

また、倫理行動基準に基づきグループ全体で遵守する基本ポリシー・ルールを制定し、

「THE SHISEIDO PHILOSOPHY」と倫理行動基準と併せて、グループ各社・各事業所への浸

透を図り、もって、グループ各社・各事業所が、詳細な諸規程を制定するための環境を整備す

る。 

当社にコンプライアンスおよびリスクマネジメントを取扱う委員会を設置し、世界の主要地域

に配置した地域本社においてコンプライアンスおよびリスクマネジメント機能を果たす組織と連

携しながらグループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進やリスク対策など、企業品質向上

に向けた活動を統括する。なお、重要な事案や推進状況については、代表取締役社長を通じ

取締役会に適宜提案・報告する。 

グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進およびリスク対策の担当をグループ各社・

各事業所に配置し、定期的に企業倫理に関する研修・啓発活動の計画および推進、インシデ

ント対応やリスク管理を行う。リスクマネジメントを担当する部門やコンプライアンスおよびリスク

マネジメントを取扱う委員会は、各社・各事業所に配置した担当と定期的に情報共有の場を持

つ。 

グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見して是正することを目的に、 

内部通報窓口として、グループ各社にホットラインを設置するとともに、リスクマネジメントを担当 

する部門の役員に直接通報、相談できるホットラインを設置する。なお、日本地域のホットライ 

ンは、社内カウンセラーによる社内窓口に加え、社外のカウンセラーによる社外窓口も設置す 

る。 

内部監査に係る諸規程に従い、グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査

する。 
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内部監査の結果は、取締役および監査役に報告する。 

 

＊反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況について 

当社では、「市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人および団体

とは関係をもたないこと。このような個人および団体からの金品や役務の求めには一切応じない

こと」を倫理行動基準において宣言している。リスクマネジメントを担当する部門に統括機能を設

置し、情報の集約化を図るとともに、イントラネット上での対応マニュアルの整備等を行っている。

地元警察署との連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の

収集や外部団体との連携を強化している。 

 

2. 当社およびグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制 

迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、意思決定、監督

機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を分離する。 

代表取締役は、目標達成に向けたグループ全体の職務の執行を統括し、監督する。執行役

員は、グループ各社を含む担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務遂行体

制を構築する。 

なお、重要な業務遂行については、多面的な検討を行うために執行役員をメンバーとする、

業務執行の意思決定会議等において審議する。 

取締役会および業務執行の意思決定会議等において目標に対する進捗状況を確認し、必

要な改善策を実施する。 

 

3. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グループ各社の

取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

取締役会議事録、業務執行の意思決定会議等の議事録など重要な書類については、法

令・諸規程に基づき文書管理を行い、取締役、監査役からこれら重要な書類の閲覧の要求が

あった場合には、直ちに提出する。 

このほか、取締役および使用人の職務の執行に係る情報については、情報資産の保護や

情報開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理する。 

グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る重要事項について、当社への報

告等を定める諸規程に基づき、グループ各社から適時に報告を受ける。 

 

４．当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

世界の主要地域に配置した地域本社にコンプライアンスおよびリスクマネジメント機能を果た

す組織をそれぞれ設置し、企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。コンプライア

ンスおよびリスクマネジメントを取扱う委員会は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把

握・評価し、必要な予防策を講じ、また、世界の主要地域に配置した地域本社において想定し

うる緊急事態に対する対応策の策定支援を行う。 

緊急事態が発生した場合には、その内容や当社グループに与える影響の大きさ等に応じて、

当該事態が発生した地域の地域本社もしくは当社、またはその双方にリスク対策本部を設置し、

対応を実施する。 
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5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対す

る指示の実効性の確保に関する事項 

監査役会および監査役の職務を補助する監査役会スタッフグループを設置して使用人を配

置する。 

監査役会スタッフグループの使用人については、当該使用人の取締役からの独立性と監査

役の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命・異動・評価等、人事に関する事項の

決定には、監査役の同意を必要とする。 

 

6. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制、

監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 

取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執

行状況を報告するほか、内部監査部門の監査結果を監査役に報告する。このほか、監査役か

らの求めに応じ、業務および財産の状況を報告する。 

また、グループ各社を含め取締役および使用人から監査役へ直接通報するルートを構築し、

社内へその周知を図る。 

当社およびグループ各社は、監査役へ報告・通報したことを理由として、当該取締役および

使用人に対して解任、解雇その他いかなる不利な取扱いも行わないための諸規程を整備、周

知する。 

 

7. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役会および監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上

する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後に償還に応じる。 

 

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役と監査役の間で定期的な意見交換会を開催する。また、監査役からの求めに応

じ、監査役と会計監査人および内部監査部門との間で連絡会を開催するほか、各種会議への

監査役の出席を確保するなど、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。 

 
 

②取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企

業集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社は、上記の基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を進めており、2019 年度

には、以下のとおり運用しました。なお、当社および子会社の内部統制システム全般の整備・

運用状況は、監査役（会）による監査の対象となるほか、内部監査担当部門がモニタリングし

ています。 

 

1. 当社およびグループ各社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制、グループ全体における業務の適正性を確保する

ための体制 

・2018年1月に改訂した「接待・贈答に関する規程＜賄賂防止規程＞」(2014年11月制定）

および「カルテル防止に関する規程」（2011年4月制定）について、世界の各地域における

トレーニング実施状況の確認を当期の初めにリスクマネジメント部が実施した。 
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・2019年1月にグローバル コンプライアンス コミッティを開催し、各種リスクとその対策につ

いて議論した。10月には、同コミッティをGlobal Risk Management & Compliance 

CommitteeおよびHQ・SJコンプライアンス委員会の2つに改編した。11月には、Global Risk 

Management & Compliance Committeeにて資生堂グループにおける重要リスクおよび全

社的リスクマネジメント（ERM）の推進について議論した。また、HQ・SJコンプライアンス委

員会にて日本における懲戒事案・相談ルーム案件を踏まえた課題について議論した。 

・四半期ごとにリスク・インシデントを取締役会に報告している。国内は、入社時研修および

企業倫理推進リーダーによるハラスメント全社員研修の中で「資生堂グループ倫理行動基

準」を浸透させている。日本地域のホットラインには、コンプライアンス委員会ホットライン、

相談ルームおよび資生堂社外ホットラインの3つの窓口を設けることで、公益通報窓口機

能を整備している。 

・「監査部業務マニュアル（「内部監査規程」を含む）」に従い、業務の有効性・効率

性、財務報告の信頼性、関連法規・社内規程の遵守、および会社資産の保全の観点

から、グループ全体の内部統制の整備・運用状況を検証している。 
 

＜反社会的勢力排除に向けた取り組み＞ 

当社、資生堂ジャパン株式会社ならびに関係会社への新規仕入先全件および一定額

以上の取引がある取引先に対し仕入先事前審査制度を適用しており、年間で約 2,000

件の事前審査を実施した。2017 年 12 月から当社グループにおいて、新規得意先への

事前審査制度を導入している。また、セミナー等で情報収集を実施している。 

 

2. 当社およびグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制 

・2019年1月1日付で執行役員17名（うち2名は代表取締役を兼務）および各地域本社社

長6名（うち3名は当社の執行役員）を選任し、各々の業務遂行における担当領域を明確

化した。また、代表取締役 社長 兼 CEOが重要な業務執行について最終決裁を行う

際に、関係の執行役員および地域本社社長等による多面的な検討を通じて当該最終決

裁の妥当性・適切性を高めるために、「Executive Committee等（People Committee、

Innovation CommitteeおよびSupply Network Committee等を含む）」や「中期計画・年度

計画策定のための会議（Global Leadership Committee）」を設置している。これらの会議

においては、目標に対する進捗状況を各執行役員から定期的に報告を受けている。 

・必要に応じて常務以上（5名）で各種課題について議論する「Jミーティング」を開催して

いるほか、各執行役員等は、各々の担当領域内で自身が意思決定するプロセスを整備

している。 

 

3. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グループ

各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

・取締役会議事録はリーガル・ガバナンス部にて作成のうえ、法定備置の期限である10年

を超えた永年保管としている。保管については、株主権の行使の一環である閲覧請求

に備えるため、IR部（株主対応担当部門）において行っている。Executive Committee等

の業務執行に関する重要会議の議事録は経営戦略部で作成し、同部において会議体

により 10 年または永年保管としている。情報資産の保護に関しては「情報セキュリティポ

リシー」のもと、「情報システム利用規程」「情報システム管理規程」「情報資産取扱い規

程」「機密情報管理規程」「プライバシールール」「個人情報保護規程」および「特定個人

情報保護規程」を策定・運用している。また、情報開示に関しては「内部情報管理およ

び内部者取引規制に関する内規（役員・従業員内規）」を策定・運用しているほか、「決

定事実・決算に関する情報開示までの仕組み」および「発生事実に関する情報開示ま
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での仕組み」を構築し、運用している。 

・グループ各社の重要事項については、取締役会規程および執行役員規程等に基づき、

当該グループ会社を担当する執行役員を通じ、Executive Committee や取締役会に報

告させている。 

 

4. 当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・日本を含む世界の主要地域では、2019年第1四半期にRMO（リスクマネジメントオフィサ

ー）対象のリスクアセスメントを実施した。各地域本社に配置したRMOおよび傘下グルー

プ各社のBEO（ビジネスエシックスオフィサー）が各地域のリスクマネジメントやコンプライ

アンスを担当し、全社リスクの把握に努めた。また、各地域にてBEOミーティングを開催し

た（9月欧州、10月中国、11月アジアパシフィック）。 2019年9月には、頻発する自然災

害を踏まえHQ事業継続計画（BCP）を改定し、12月にHQ緊急対策本部訓練を実施し

た。さらに、RMOミーティング（東京）を11月に開催し、グローバルでBCPを強化する旨を

案内した。 

・日本国内では、インシデント対応に係る当社、資生堂ジャパン株式会社の25部門および

関係会社12社にリスクマネージャーを設置しており、インシデント発生部門・事業所が行

うインシデント収束に向けた対応業務のサポート体制を構築している。2019年7月には、

商品品質トラブル対応強化として、リスクマネージャーを含む関連部門63名を対象にリコ

ール対応訓練を実施した。 

 

5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の

当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

・代表取締役 社長 兼 CEO 直轄の監査部に、監査役会および監査役の職務を補助す

る監査役会スタッフグループを設置し、兼任の使用人を 3 名配置し、監査役による監査

に必要な情報の収集や資料作成等の補助、監査役会の事務局業務を行っている。また、

当該使用人の取締役等からの独立性と監査役の指示の実効性を確保するため、当該

使用人の任命・異動・評価等の人事に関する事項の決定には、常勤監査役が同意のう

え、監査部長が決定している。 

 

6. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関す

る体制、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制 

・法定の出席義務がある取締役会に加え、Executive Committee等の業務執行の重要会

議体、Global Risk Management & Compliance CommitteeやHQ・SJコンプライアンス委員

会にもオブザーバーとして常勤監査役の出席機会が確保されており、これらの会議を通

じた監査役への報告・情報提供を行っている。また、監査役からの求めがあった場合に

は、資料や情報の提供を行っている。 

・資生堂グループの信頼を損ねる恐れのある事象に関する通報を監査役が直接受け取

れる「監査役への通報メール」を社内通報窓口として設けている。また、国内では、入社

時研修および企業倫理推進リーダーが行うハラスメント全社員研修において、「監査役

への通報メール」の浸透を図る内容を盛り込み周知を行っている。 

 

7. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

・事業年度の初めに、年間の活動計画に基づき、費用予算を計上している。また、費用

予算を上回る支出が必要となった場合には、追加予算申請を行うことができることをル
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ール化している。 

  

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・代表取締役と監査役との間で意見交換会を随時開催するほか、社外取締役と監査役と

の間で情報共有ミーティングを随時開催している。また、会計監査人と監査役との間で

意見交換会を随時開催するほか、会計監査人監査結果報告会を四半期ごとに開催し

ており、うち半期ごとの年2回は社外取締役も出席し、情報共有を図っている。常勤監査

役は、内部監査部門である監査部より内部監査結果報告を月次で受けるほか、品質保

証部、グローバルICT部、リスクマネジメント部、資生堂ジャパン株式会社経営サポート

部より、各領域の監査結果報告を半期ごとに受けている。 

・三様監査連絡会を四半期ごとに開催し、監査役、会計監査人、監査部が各監査情報を

共有している。さらに、執行部門が主催する取締役会、Executive Committee など重要な

会議に出席し、審議内容を確認している。 

 

③関連当事者間取引の確認に係る枠組み 

当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」および「関連当事者の開示に関する会計

基準の適用指針」に基づき当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当

事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対

象となる取引がある場合は開示を行っています。 

関連当事者の有無および関連当事者と当社との取引の有無、ならびに取引の内容等につい

ては、開示に先立ち取締役会に報告し、「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」

に定める取引の重要性の判断基準に基づき、レビューを行っています。 
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●連結株主資本等変動計算書(2019年 1月 1日から2019年12月31日まで) 
      (単位：百万円) 

 
株   主   資   本 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 

2 0 1 9 年 1 月 1 日 残 高  64,506      70,748     319,001       △2,829     451,427 
会計方針の変更による累積的

影 響 額   1,049  1,049 

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 

当 期 首 残 高 64,506 70,748 320,050 △2,829 452,476 

当 期 中 の 変 動 額      
 剰 余 金 の 配 当   △21,966  △21,966 

 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益   73,562  73,562 

 自 己 株 式 の 取 得    △22 △22 
 自 己 株 式 の 処 分   △145 259 114 

 
非支配持分との資本取引 
及 び そ の 他  △6 △64  △71 

 
株主資本以外の項目の 
当期中の変動額 (純額 )     － 

当 期 中 の 変 動 額 合 計  － △6 51,384 237 51,615 
2 0 1 9 年 1 2 月 3 1 日 残 高  64,506 70,741 371,435 △2,591 504,092 
       
     (単位：百万円)  

 
その他の包括利益累計額  

その他有価証券 
評 価 差 額 金 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

退職給付に係る 
調 整 累 計 額 

その他の包括利益 
累 計 額 合 計  

2 0 1 9 年 1 月 1 日 残 高    4,992      15,645    △23,484      △2,846  
会計方針の変更による累積的

影 響 額      

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 

当 期 首 残 高  4,992  15,645 △23,484  △2,846  

当 期 中 の 変 動 額      
 剰 余 金 の 配 当      

 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益      

 自 己 株 式 の 取 得      
 自 己 株 式 の 処 分      

 
非支配持分との資本取引 
及 び そ の 他      

 
株主資本以外の項目の 
当期中の変動額 (純額 ) △1,885 △4,805 1,883 △4,807  

当 期 中 の 変 動 額 合 計 △1,885 △4,805 1,883 △4,807  
2 0 1 9 年 1 2 月 3 1 日 残 高 3,106 10,839 △21,600 △7,654  

 
    (単位：百万円)   

 
新 株 
予 約 権 

非 支 配 株 主 
持 分 

純 資 産 
合 計 

  
  

2 0 1 9 年 1 月 1 日 残 高      952     18,929      468,462   
会計方針の変更による累積的 

影 響 額   1,049   

会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 

当 期 首 残 高 952 18,929 469,511   

当 期 中 の 変 動 額      
 剰 余 金 の 配 当   △21,966   

 
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 
当 期 純 利 益   73,562   

 自 己 株 式 の 取 得   △22   
 自 己 株 式 の 処 分   114   

 
非支配持分との資本取引 
及 び そ の 他   △71   

 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当期中の変動額 (純額 ) 311 1,227 △3,269   

当 期 中 の 変 動 額 合 計 311 1,227 48,346   
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2 0 1 9 年 1 2 月 3 1 日 残 高 1,263 20,156 517,857   

●連結計算書類の連結注記表 

 
  

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

  

1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数･･･73 社 

主要な連結子会社の名称 

｢事業報告」の「1.2 資生堂グループの概要 (3)重要な子会社の状況(資生堂グループの主要な拠

点)」に記載のとおりです。 

  

〔新規〕 4 社 

Drunk Elephant Holdings,LLCを買収し、そのグループ会社3社と併せて、当期より連結の範囲に含

めています。 

  

〔除外〕 8 社  

ベアエッセンシャルInc.、ベアエッセンシャルビューティーInc.、MDフォーミュレイションズ、

MATCHCoは、資生堂アメリカズCorp.に吸収合併したことにより、当期より連結の範囲から除外して

います。 

資生堂ニュージーランドは、保有株式を譲渡したことにより、当期より連結の範囲から除外してい

ます。 

資生堂オーストラリア、Gurwitch UK Limitedは、清算結了したことにより、当期より連結の範囲か

ら除外しています。 

PT資生堂プロフェッショナル インドネシアは、重要性の観点より、当期より連結の範囲から除外し

ています。 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社：ボーテプレステージインターナショナル(UK) 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模あるいは本格的な営業を行っておらず、総資産、売上高、当期純

損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は僅少で、連結計算書類に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しています。 

 

 2. 持分法の適用に関する事項 

（1）持分法適用の関連会社数･･･3 社 

主要な会社名：㈱ピエールファーブルジャポン 

  

（2）持分法を適用していない非連結子会社(ボーテプレステージインターナショナル(UK)他)は、いずれ 

も小規模あるいは本格的な営業を行っておらず、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は僅少で、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が

乏しいため、持分法適用の範囲から除外しています。 
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3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。 

  

4. 会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平

均法により算定) 

なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による

原価法によっています。 

時価のないもの……主として移動平均法による原価法 

ただし、投資事業有限責任組合等への出資は組合等の財産の持分相当額を

有価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を

損益として計上しています。 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法)で評価しています。 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く。) 

主として定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

建物及び構築物      2～50年 

機械装置及び運搬具  2～15年 

工具、器具及び備品  2～15年 

② 無形固定資産(リース資産を除く。) 

主として定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

の  れ  ん…10～20年 

ソフトウエア…5～10年 

顧客関連無形資産…5～10年 

商標権…10～15年(耐用年数が確定できないものを除く。) 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

④ 使用権資産 

  定額法を採用しています。 

⑤ 長期前払費用 

主として定額法を採用しています。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しています。海外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計

上しています。 

② 返品調整引当金 

当社及び国内連結子会社は、返品による損失に備えるため、過去の返品率及び市場の流通状況を

勘案して見積もった損失見込額を計上しています。 

③ 賞与引当金 

当社及び連結子会社は、従業員に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、

当期間の負担見込額を計上しています。なお、取締役を兼務しない執行役員に対する賞与引当金

を含んでおり、その計上基準は役員賞与引当金と同様です。 
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④ 役員賞与引当金 

執行役員を兼務する取締役に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、当期

間の負担見込額を計上しています。 

⑤ 危険費用引当金 

一部の海外連結子会社は、訴訟リスク、製品保証リスク、税務リスク等の危険費用の発生による

損失に備えるため、将来の発生可能性を勘案して見積もった損失負担見込額を計上しています。 

⑥ 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上して

います。 

⑦ 環境対策引当金 

｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが

義務付けられているポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額

を計上しています。 

⑧ 事業撤退損失引当金 

ブランドの収束及び事業の撤退に係る損失に備え、将来に発生することが見込まれる損失額を計

上しています。 

  

(4) 退職給付に係る負債の計上基準 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっています。 

②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により費用処理しています。 

数理計算上の差異は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)

による定額法により翌期から費用処理しています。 

  

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は当期の損益と

して処理しています。なお、海外連結子会社等の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は各社の会計期間に基づく期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めています。 

  

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特

例処理によっており、一体処理(特例処理、振当処理)の要件を満たす金利通貨スワップ取引につい

ては、一体処理によっています。 

  

(7) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

② 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結子会社は、当社を連結納税親会社とした連結納税制度を適用しています。 
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会計方針の変更に関する注記 
 

（IFRS第16号「リース」の適用） 

当社グループのIFRS適用子会社は、当期からIFRS第16号「リース」を適用しています。 

従来、借手のリース取引については、オペレーティング・リース及びファイナンス・リースとして処理し

ていましたが、本基準の適用により、当期から使用権資産及びリース債務として会計処理しています。た

だし、短期リース及び少額リースに該当する場合は、使用権資産及びリース債務を認識していません。 

当該基準により認識することとなった使用権資産及びリース債務は、連結貸借対照表上、使用権資産(純額)

として19,693百万円計上し、流動負債及び固定負債のリース債務にそれぞれ6,691百万円、14,848百万円含

めています。また、当期末における使用権資産の減価償却累計額は6,702百万円です。 

この変更による当期の損益に与える影響は軽微です。 

本基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に

認識する方法を採用しています。使用権資産の測定方法はリース債務の測定額に前払及び未払リース料を

調整する方法を採用しており、この結果、期首利益剰余金への影響はありません。 

 

（ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」の適用） 

当社グループの米国会計基準適用子会社は、当期の連結計算書類からASC第606号「顧客との契約から生じ

る収益」を適用しています。本基準を適用する対象子会社は、米国において非公開企業であるため、米国

基準で定められている当期の連結計算書類からの適用としています。 

本基準の適用に伴い、従来、販売費及び一般管理費として処理していた顧客に対する一部の支払いを、当

期より、売上高から控除しています。また、従来、販売費及び一般管理費として処理していた一部費用を

売上原価及び棚卸資産に計上しております。この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、売上

高が6,900百万円減少、売上原価が3,758百万円増加、販売費及び一般管理費が10,812百万円減少、棚卸資

産が1,197百万円増加しております。 

また、本基準の適用に伴い、連結貸借対照表の表示方法を変更しています。この結果、従前の会計基準を

適用した場合と比較して、当期の連結貸借対照表において、返品調整引当金が5,455百万円減少し、返金負

債が5,455百万円増加しています。 

なお、本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている本基準適用の影響を適用開始日に認識

する方法を採用しており、期首利益剰余金を1,049百万円調整し、前期の修正は行っていません。 

 

表示方法の変更に関する注記 
 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を当期から適用し

ており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示してい

ます。 

この表示方法の変更を反映させるため、前期の連結計算書類の組み替えを行っています。この結果、前期

に流動資産の「繰延税金資産」として表示していた29,690百万円は、投資その他の資産の「繰延税金資産」

へ組み替えを行っています。また、前期に流動負債の「その他」として表示していた0百万円は、固定負債

の「繰延税金負債」へ組み替えを行っています。 

 

連結貸借対照表に関する注記 
 

(1) たな卸資産 

商品及び製品 126,342百万円 

仕掛品 7,045百万円 

原材料及び貯蔵品 47,716百万円 

  

(2) 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであり、全てノンリコース債務に対応する資産です。 

現金及び預金 1,737百万円 

建物及び構築物 12,078百万円 

機械装置、運搬具及び工具器具備品 1百万円 

投資有価証券 1,155百万円 

投資その他の資産 その他(差入保証金) 15,200百万円 

計 30,173百万円 
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なお、当該担保資産は、下記の担保付債務以外に、デリバティブ取引(金利スワップ)の担保に供され

ています。 
 

担保付債務は、次のとおりであり、全てノンリコース債務です。 

1年内返済予定の長期借入金 730百万円 

長期借入金 17,375百万円 
 

(3) 有形固定資産に係る減価償却累計額      226,956百万円 

 

連結損益計算書に関する注記 

 

(1) 事業構造改善費用 

一部ブランドの収益性改善に向けた取組みに伴い生じる、製造補償費用、リース解約費用等です。 

 

(2) 構造改革費用 

世界全地域で推進中の構造改革に伴う臨時的な費用のうち、オフィス移転に係るものです。 

 

(3) 関係会社整理損 

海外連結子会社の清算に伴う為替換算調整勘定の取崩によるものです。 

 

(4) 過年度法人税等 

当社と海外連結子会社との取引等に関する見積追徴税額です。 
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連結株主資本等変動計算書に関する注記 

  

(1) 発行済株式に関する事項 

当期末における発行済株式の種類及び総数 

 普 通 株 式 400,000千株 

  

(2) 配当金に関する事項 

① 配当金支払額 

  

決  議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

1株当たり 

配当額(円) 
基 準 日 効力発生日 

2019年3月26日 

定時株主総会 
普通株式 9,984 25.00 2018年12月31日 2019年3月27日 

2019年8月8日 

取締役会 
普通株式 11,982 30.00 2019年6月30日 2019年9月3日 

計   21,966       

  

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

2020年3月25日開催予定の定時株主総会において、普通株式の配当に関して次の議案を付議します。 

  

配当金の総額 金 11,983百万円 

1株当たり配当額 30.00円 

基準日 2019年12月31日 

効力発生日 2020年3月26日 

配当原資 利益剰余金 

  

(3) 当期末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる株式の種類及 

び数 

 普 通 株 式 298千株 
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金融商品に関する注記 

  

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金や有価証券等に限定し、また、資金調達につい

ては銀行借入、コマーシャル・ペーパー及び社債等による方針です。デリバティブは、外貨建債権

債務の為替変動リスクや借入金の金利変動リスクを回避するために、債権債務残高及び実需の範囲

内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針です。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関して

は、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っています。 

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒さ

れています。リスク管理のため、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握していま

す。 

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日です。 

有利子負債のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達とDrunk 

Elephant買収に係るブリッジローンであり、長期借入金、社債及びリース債務は主に投融資、設備

投資及び営業取引に係る資金調達です。長期未払金のうち主なものはライセンス契約の締結に伴う

負債であり、為替リスク及び金利リスクには晒されていません。変動金利の借入金は、金利の変動

リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避

し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引及び金利

通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。 

デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為

替予約取引や通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的

とした金利スワップ取引、並びに外貨建借入金に係る為替の変動リスク及び支払金利の変動リスク 

に対するヘッジ取引を目的とした金利通貨スワップ取引です。 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、

デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取

引を行っています。 

また、営業債務や有利子負債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資

金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な

お、非上場株式及び投資事業有限責任組合等の時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次

の表には含めていません。 

  
連結貸借対照表 

計上額 (※) 

時 価 

（※） 
差 額 

(1) 現金及び預金 110,342百万円 110,342百万円 － 

(2) 受取手形及び売掛金（貸倒引当金控除前） 172,905百万円 172,905百万円 － 

(3) 有価証券及び投資有価証券    

  その他有価証券 8,976百万円 8,976百万円 － 

(4) 支払手形、電子記録債務、 

買掛金及び未払金 
(186,063百万円) (186,063百万円) － 

(5) 短期借入金 (120,496百万円) (120,496百万円) － 

(6) 社債 (30,000百万円) (30,094百万円) △94百万円 

(7) 長期借入金 (71,521百万円) (71,521百万円) △0百万円 

(8) リース債務 (26,090百万円) (25,894百万円) 196百万円 

(9) デリバティブ取引    

①   ヘッジ会計が適用されていないもの (423百万円)  (423百万円) － 

②   ヘッジ会計が適用されているもの －  (422百万円) △422百万円 

(10) 長期未払金 (49,153百万円) (49,153百万円) － 

（※）負債に計上されているものについては、(   )で示しています。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については(   )で示しています。 

  

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ています。 

  

(3) 有価証券及び投資有価証券 

有価証券はその他有価証券として保有しており、これらの時価について、株式は取引所の価格に

よっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっています。なお、その他有価証券の

うち、短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ています。 

  

(4) 支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金、(5) 短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ています。 

  

(6) 社債 

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しています。 

 

(7) 長期借入金 

長期借入金の時価については、変動金利によるものは、市場金利を反映しており、また、当社の

信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる

ため、当該帳簿価額によっています。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入

を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。 
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(8) リース債務 

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっています。 

  

(9) デリバティブ取引 

デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定していま

す。 

  

(10) 長期未払金 

長期未払金の帳簿価額及び時価については、将来キャッシュ・フローを銀行等で追加的に借り入

れた場合に想定される利率で割り引いた現在価値により評価及び算定しています。 

  

1株当たり情報に関する注記 

  

1株当たり純資産額 1,242円85銭 

1株当たり当期純利益 184円18銭 

 

企業結合に関する注記 

 

 (企業結合等関係) 

 取得による企業結合 

当社は、2019年10月8日、連結子会社のShiseido Americas Corporation(以下、SAC) を通じて、独自のブラン

ドポジショニングで、米国市場を中心に急成長するブランド「Drunk Elephant」を所有するDrunk Elephant 

Holdings,LLC（以下、買収対象企業）を買収することにつき、当社、SAC、買収対象企業及び同社株主との間で

合意し、持分譲渡契約を締結しました。 

 

1. 企業結合の概要 

(1)  被取得企業の名称及び事業の概要 

被取得企業の名称   Drunk Elephant Holdings,LLC ※ 

事業の内容       化粧品のマーケティング等 

  ※ 買収対象企業の持分保有者を整理するために、その持分の一部(10％未満)を一時的に保有することと

なるVMG Drunk Elephant Blocker,Inc.という法人が存在しますが、SACはその法人も併せて買収し、

直接又は間接に買収対象企業の持分を100％保有します。 

(2)  企業結合を行った主な理由 

当社が掲げる中長期戦略 VISION 2020 のゴールであるグローバル成長の加速、並びに各地域本社が持

つ競争力や経営資源を十分に活用するという戦略の一環として、欧米地域を中心に拡大している化粧

品市場の一つである“Clean”市場で強いプレゼンスを持ち、今後より高い成長を期待できる「Drunk 

Elephant」をポートフォリオに加えることにより、主力であるプレステージ・スキンケア事業をさら

に強化・発展させていくためです。それと同時に、収益性の高い主力のスキンケア事業のさらなる拡

大を通じて、米州事業の収益性の向上を目指します。  

(3)  企業結合日 

2019年11月7日 

(4)  企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

(5)  結合後企業の名称 

変更ありません。 

(6)  取得した持分比率 

100％ 

(7)  取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社の子会社であるSACが現金を対価として株式及び化粧品ブランドを取得したことによります。 
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2. 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間 

  2019年11月7日から2019年12月31日まで 
 
3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内容 

取得の対価 現金 92,863百万円 

取得原価  92,863百万円 

 

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額 

アドバイザリー費用等 1,277百万円 

 

5. 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 (1) 発生したのれんの金額 

55,007百万円 

なお、上記の金額は、企業結合日以後、決算日までの期間が短く、企業結合日時点の識別可能資産及

び負債の特定及び時価の見積りが未了であるため、取得原価の配分が完了しておらず、暫定的に算定

された金額です。 

 (2) 発生原因 

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものです。 

  (3) 償却方法及び償却期間 

10年間にわたる定額法 

 

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 5,691百万円 

固定資産 34,879百万円 

資産合計 40,571百万円 

  
流動負債 2,040百万円 

固定負債 674百万円 

負債合計 2,715百万円 
 

7. のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別

の加重平均償却期間 

主要な資産の内訳 金額 償却期間  

商標権 32,682百万円 非償却  

顧客関連無形資産  1,573百万円 5年  

 

8. 企業結合が当期の開始の日に完了したと仮定した場合の当期の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及

びその算定方法 

売上高  10,991百万円 
営業損失(△) △4,436百万円 

 

(概算額の算定方法） 

企業結合が当期の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、連結損益計算書に

おける売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としています。また、企業結合時に認識されたの

れん等の無形固定資産が当期の開始の日に発生したものとして償却額を算定しています。 

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 

 

その他の注記 

 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 
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● 株主資本等変動計算書(2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日まで) 

    （単位:百万円）    

 

株   主   資   本    

資本金 

資  本  剰  余  金    

資本準備金 
その他 

資本剰余金 
資本剰余金 

合計 
   
   

2019年1月1日残高 64,506 70,258 － 70,258    
当期中の変動額        
 剰余金の配当        
 当期純利益        

 
固定資産圧縮特別勘
定積立金の取崩 

       

 圧縮積立金の積立        
 自己株式の取得        
 自己株式の処分        

 
株主資本以外の項目
の当期中の変動額
(純額) 

       

当期中の変動額合計  －  － － －    
2019年12月31日残高 64,506 70,258 － 70,258    
         
      (単位：百万円）  

 

株   主   資   本  

利  益  剰  余  金 

自己株式  株主資本 
合計  

利益準備金 

その他利益剰余金 
 利益剰余金 

合計 固定資産 
圧縮積立金 

繰越利益 
剰余金 

2019年1月1日残高 16,230 4,490 194,678 215,398 △2,829 347,334  

当期中の変動額        

 剰余金の配当   △21,966 △21,966  △21,966  

 当期純利益   98,506 98,506  98,506  

 
固定資産圧縮特別勘
定積立金の取崩 

   －  －  

 圧縮積立金の積立    －  －  

 自己株式の取得    － △22 △22  

 自己株式の処分   △145 △145 259 114  

 
株主資本以外の項目
の当期中の変動額
(純額) 

     －  

当期中の変動額合計 － － 76,393 76,393 237 76,631  

2019年12月31日残高 16,230 4,490 271,071 291,792 △2,591 423,965  

 

    (単位：百万円）    

 

評価・換算差額等 

新株 
予約権 

純資産 
合計 

   

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

   
   
   

2019年1月1日残高 4,402 4,402 952 352,688    
当期中の変動額        
 剰余金の配当    △21,966    
 当期純利益     98,506    

 
固定資産圧縮特別勘
定積立金の取崩 

   －    

 圧縮積立金の積立    －    
 自己株式の取得    △22    
 自己株式の処分     114    

 
株主資本以外の項目
の当期中の変動額
(純額) 

 △1,792 △1,792  311 △1,481    

当期中の変動額合計  △1,792 △1,792 311 75,149    
2019年12月31日残高 2,609 2,609 1,263 427,838    
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● 計算書類の個別注記表 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

  

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平

均法により算定) 

なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による

原価法によっています。 

時価のないもの……移動平均法による原価法 

ただし、投資事業有限責任組合等への出資は組合等の財産の持分相当額を

有価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を

損益として計上しています。 

② たな卸資産 

総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)で

評価しています。 

  

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く） 

定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

建    物  2～50年 

構  築  物  7～50年 

機械及び装置  2～15年 

車両運搬具   2～7年 

工具器具備品  2～15年 

② 無形固定資産(リース資産を除く） 

定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

ソフトウエア…5～10年 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

④ 長期前払費用 

定額法を採用しています。 

  

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 

② 返品調整引当金 

返品による損失に備えるため、過去の返品率及び市場の流通状況を勘案して見積もった損失見込

額を計上しています。 

③ 賞与引当金 

従業員に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、当期間の負担見込額を計

上しています。なお、取締役を兼務しない執行役員に対する賞与引当金を含んでおり、その計上

基準は役員賞与引当金と同様です。 

④ 役員賞与引当金 

執行役員を兼務する取締役に対する賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額に基づき、当期

間の負担見込額を計上しています。 

⑤ 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて

計上しています。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっています。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年）による定額法

により費用処理しています。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年）による定
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額法により翌期から費用処理しています。 

⑥ 債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上して

います。 

⑦ 環境対策引当金 

｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが

義務付けられているポリ塩化ビフェニル(PCB）廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額

を計上しています。 

       

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっています。なお、一体処理(特例処理、振当処理）の要件を満たす金利通貨ス

ワップ取引については、一体処理によっています。 

  

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 

②  連結納税制度の適用 

当社を連結納税親会社とした連結納税制度を適用しています。 

③  退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は連結計算

書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。 

 

表示方法の変更に関する注記 

 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を当期から適用し

ており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方

法に変更しています。 

この表示方法の変更を反映させるため、前期の計算書類の組み替えを行っています。この結果、前期に流

動資産の「繰延税金資産」として表示していた5,985百万円は、投資その他の資産の「繰延税金資産」へ組

み替えを行っています。 

 

貸借対照表に関する注記 

  

(1) 有形固定資産に係る減価償却累計額 96,189百万円 

 

(2) 保証債務 

(単位：百万円) 

被保証者 保証金額 被保証債務の内容 

資生堂アメリカズCorp. 45,044 借入金の保証 

計 45,044   

 

(3) 関係会社に対する金銭債権債務（注） 

 短期金銭債権 216,861百万円 

 長期金銭債権 1,601百万円 

 短期金銭債務 13,679百万円 

（注）関係会社に対する金銭債権債務で貸借対照表上、独立掲記しているものを除いています。 

  

損益計算書に関する注記 

  

 関係会社との取引高 

 売上高 296,256百万円 

 仕入高 23,475百万円 

 その他営業取引の取引高 27,739百万円 

 営業取引以外の取引高 82,552百万円 
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株主資本等変動計算書に関する注記 

  

  自己株式に関する事項 

                                  (単位：千株) 

  当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普 通 株 式 618 2 56 564  

  
(注1) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求による2千株です。 
(注2) 普通株式の自己株式の減少は、ストックオプションの権利行使56千株及び単元未満株式の 
       買増請求による0千株です。 
 

税効果会計に関する注記 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

繰延税金資産 (単位：百万円) 

 関係会社株式評価損 22,351 

 退職給付引当金 3,072 

 たな卸資産 4,216 

 減価償却費 3,359 

 賞与引当金 1,507 

 金融資産評価損 272 

 返品調整引当金 248 

 その他 2,668 

繰延税金資産小計 37,696 

評価性引当額 △22,718 

繰延税金資産合計 14,977 

   

繰延税金負債  

 買換資産圧縮積立金 △2,017 

 その他有価証券評価差額金 △1,112 

 会社分割による固定資産評価差額 △322 

 資産除去債務 △15 

繰延税金負債合計 △3,467 

繰延税金資産の純額 11,510 
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関連当事者との取引に関する注記 

  

子会社及び関連会社等 

  

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

子会社 資生堂ジャパン㈱ 
所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 

化粧品の販売(注1) 38,836 売掛金 15,642 

役務の提供(注1) 12,882 

未収入金  13,747 
ロイヤリティーの受

取り(注1) 
 29,085 

資金の預り(注2)  － 関係会社預り金 32,111 

関係会社株式の売却

(注3) 

 売却代金 

 売却益 

 

 

46,632 

43,919 

 

 

－ 

－ 

 

 

－ 

－ 

子会社 ㈱エフティ資生堂 
所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 
資金の預り(注2)  － 関係会社預り金 14,296 

子会社 
資 生 堂 ア メ リカ ズ 

Corp. 

所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 

債務保証 

資金の貸付  － 短期貸付金 94,429 

資本の払戻(注4) 50,054 － － 

債務保証(注5) 45,044 － － 

子会社 
資生堂(中国)投資有限

公司 

所有 

直接100％ 

製品の販売 

役員の兼任 
化粧品の販売(注1)  43,879 売掛金 9,938 

子会社 

資生堂トラベルリテー

ルアジアパシフィック 

Pte.Ltd. 

所有 

間接100％ 
製品の販売 化粧品の販売(注1) 43,863 

売掛金 6,214 

未収入金  4,874 

(注1) 取引条件及び取引条件の決定方針 

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しています。 

(注2) 子会社との資金取引はキャッシュマネジメントシステムによるものです。 

(注3) 株式の売却価額は資生堂ジャパン㈱の純資産等を勘案して買い手との協議により決定していま

す。 

(注4) 資本の払戻は資生堂アメリカズCorp.の株主総会にて決議したものです。 

(注5) 資生堂アメリカズCorp.の外部借入金残高に対し、債務保証を行っております。 

なお、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています(関係会社預り金及び

短期貸付金を除く）。 

 
1株当たり情報に関する注記 

  

1株当たり純資産額 1,067円94銭 

1株当たり当期純利益 246円63銭 

  

その他の注記 

  

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。 

 

以    上 
 

 


